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有料広告欄
※こちらには有料広告を掲載しています

市政 Information

■問①協働推進課〒 660ー 8501【住所不要】☎ 6489ー 6153■FAX 6489 ー 6173

あまがさきチャレンジまちづくり事業
あなたの「こんなこと、できたらいいな」をカタチにしませんか

①あまらぶチャレンジ事業を募集　 ID 1002484
地域をより良くするために市民の皆さんが自ら考え、力

を合わせて取り組む公益的な事業について、経費の一部を
補助します。１団体当たり１事業のみ、補助額は上限 30
万円。対象は、市内を活動拠点とし３人以上で構成される
市民が主体の活動団体が、来年度に市内広域で行う公益的
な事業。ほかにも要件あり。■申２月２日〜 16 日（必着）
に所定の用紙などを直接か郵送、E メールで市役所北館４

階協働推進課。選考あり。
②地域コミュニティ活動支援事業発表会（武庫・立花・
園田地区）　 ID 1002487

今年度の成果発表会を実施します。■申不要。

会場 日時
武庫西生涯学習プラザ ２月６日㈮午後３時〜４時
立花南生涯学習プラザ ３月２日㈪午後３時〜４時30分
園田東生涯学習プラザ ３月３日㈫午後６時30分〜８時

②武庫地域課☎ 6431ー 7884■FAX 6431 ー 9542、立花地域課☎️ 6427ー 7770■FAX 6427 ー 7773、
　園田地域課☎️ 6491ー 2361■FAX 6491 ー 2364

ごみの減量や正しい捨て方などにご協力ください
ペットボトルキャップの回収などを実施

■問①ごみ減量政策担当〒 660ー 0842大高洲町２☎️ 6409ー 1341■FAX 6409 ー 1277
②業務課☎ 6409ー 6833■FAX 6409 ー 1193

①ペットボトルキャップの回収　ID 1040060
本市では、プラスチックの資源循環の取り組みを進める

ため、市内の公共施設や小学校に使用済みペットボトル
キャップの回収ボックスを設置しています。さらなる取り
組みとして、日本山村硝子㈱と協定を締結して、ペットボ
トルキャップの回収や再資源化に関する連携を強化し、持
続可能な循環型社会の実現を目指します。

◆回収ボックスの設置場所　市役所南館１階、中央北・
小田南・大庄北・立花南・武庫西・園田東生涯学習プラザ。

◆事業者や団体の皆さんへ　ペットボトルキャップ回収
は、環境保全と社会貢献を身近に実践できる SDGs 活動で
すので、ぜひ取り組んでみませんか。集めたペットボトル
キャップは、郵送か直接ごみ減量政策担当へ。
②食品やスプレー缶などの回収　 ID 1019286

家庭に余っている食品や、中身を出し切れないスプレー
缶などの捨て方に困るごみを回収します。■申不要。

◆回収対象　家庭に余っている食品※１、携帯電話の本
体・充電器、蛍光管、水銀式の体温計・血圧計・温度計、
ボタン電池、小型充電式電池（モバイルバッテリー、リチウ

ムイオン電池、ニカド電池、ニッケル水素電池）、電池が取
り外せない小型機器（電子たばこ、ワイヤレスイヤホンな
ど）、中身を出し切れないスプレー缶、使い終わった植物性
の食用油※２。
※１▷未開封▷賞味期限まで１カ月以上ある（米は精米から
半年以内）▷常温保存できる▷日本語で成分かアレルギー表
示がある▷アルコール類以外である（みりん・料理酒は可）
──のすべての条件を満たすもの※２冷めてから元のポリ
容器かペットボトルに入れてふたを閉めたもの

会場 時間

武庫西生涯学習プラザ ２月13日㈮午後２時〜４時

立花南生涯学習プラザ ２月16日㈪午前10時〜正午

園田東生涯学習プラザ ２月18日㈬午前10時〜正午

中央北生涯学習プラザ ２月20日㈮午後２時〜４時

大庄北生涯学習プラザ ２月25日㈬午前10時〜正午

小田南生涯学習プラザ ２月27日㈮午後２時〜４時

市役所北館１階 ３月６日㈮午前10時〜午後１時

米をはじめとする食料品などの物価高騰に直面する市民
の皆さんを支援するため、１人当たり 3080 円分（440 円分
を７枚）の「全国共通おこめギフト券」を配布します。同券は
米穀店やスーパー、ドラッグストアなどの同券取扱店舗で
使用できます。今回配布するおこめギフト券の有効期限は
９月 30 日です。お早めにご使用ください。

世帯人数分を世帯主宛てに、２月中旬から順次郵送しま
す。令和７（2025）年 12 月２日以降に住所変更した場合は、
至急郵便局の転送サービスの手続きをしてください。なお、
同券の発送時期によっては手続きをしても転送されない場
合があります。■対令和７年 12 月１日時点で本市の住民基本
台帳に登録されている人■申不要。

ID 1002889　■問国保年金課☎ 6489− 6420■FAX 6489 − 4811

すべての市民の皆さんへ

ID 1042467　■問物価高騰対策生活応援事業事務局☎ 0120ー 654ー 058、物価高騰対策担当■FAX 6489 ー 6491
物価高騰対策としておこめギフト券を配布 有効期限は９月30日

　物価高の影響を強く受けている子育て世帯を支援し、子
どもたちの健やかな成長を応援するために、物価高対応子
育て応援手当を支給します。

◆対象者　①令和７（2025）年９月分の児童手当支給対
象児童の児童手当受給者。令和７年９月に出生した児童の
場合、10 月分の児童手当受給者②令和７年 10 月１日〜令
和８（2026）年３月 31 日に出生した児童の初回の児童手当
受給者③令和７年 10 月１日〜令和８年３月 31日に離婚（離
婚協議中を含む）により児童手当の申請をした人。

◆支給額　子ども（18 歳になった後の最初の３月 31 日ま

での期間の子ども）１人当たり２万円。支給は１回限り。
■申①原則不要。１月に送付した案内をご確認ください②

原則不要。令和７年 12 月 25 日までに児童手当の受給申請
をした人は、１月に送付した案内をご確認ください。同年
12 月 26 日以降に同手当の受給申請をした人は、順次案内
を送付予定です③必要。順次案内を送付予定です。

物価高対応子育て応援手当の支給について、本市から電
話をかけて ATM の操作をお願いしたりすることは絶対にあ
りません。振り込め詐欺などにくれぐれもご注意ください。

ID 1002889　■問国保年金課☎ 6489− 6420■FAX 6489 − 4811

子ども１人当たり２万円

ID 1042464　■問こども福祉課☎ 6489ー 6349■FAX 6482 ー 3781

物価高対応子育て応援手当を支給

Qおこめギフト券はどこで使えますか？
A全国で使えますが、市内経済の活性化のためにぜひ市
　内の取扱店舗でご使用ください。市内で使える店舗は
　前回おこめ券を配布した時から大幅に増えており、現　
　在180 店舗以上あります。おこめギフト券に同封する
　チラシやホームページ（ID 1041758）をご確認くださ
　い。
Q米以外も購入できますか？
A店舗により異なりますが、米以外も購入できます。前

　回のおこめ券配布の際に頂いた市民の皆さんのご意見
　などを踏まえ、店舗協力の下、米以外にも使えるスー
　パーやドラッグストアなどが増えています。購入でき
　る商品などの詳細は同封のチラシやホームページをご
　確認ください。
Q受け取れなかった場合はどうすればいいですか？
A投函された不在票の案内に従って、必ず再配達の手続
　きをしてください。

中身をゆすぎ、
異物を取り除く

ラベルと
キャップを外す

キャップだけを集めて回収ボックスへ
ペットボトル本体は
「びん・缶・ペットボトル」の
回収日に出す

回収ボックスに出すときの注意点！
▷飲料用のペットボトルキャップのみが対象
▷キャップにシールが付いている場合は外す
▷キャップの汚れを軽く水洗いし、乾燥させる

ペットボトル本体の
捨て方

キャップの捨て方
ペットボトルの分別手順
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有料広告欄
※こちらには有料広告を掲載しています

個人市民税・県民税の申告をお忘れなく
令和７（2025）年分（令和７年１月〜 12 月分）

ID 1003437　■問市民税課〒 660ー 8501【住所不要】☎ 6489ー 6246〜 6248■FAX 6489 ー 6875

会場 日程
市役所南館２階ロビー ２月16日〜３月16日（平日のみ）

  立花南生涯学習プラザ   ２月20日㈮
  大庄北生涯学習プラザ   ２月25日㈬
  武庫西生涯学習プラザ   ３月６日㈮
  園田東生涯学習プラザ   ３月10日㈫
  小田南生涯学習プラザ   ３月12日㈭

個人市民税・県民税の申告は２月 16 日〜３月 16 日（必
着）です。

申告は原則郵送をご利用ください。収入・所得
がない人は、尼崎市オンライン申請ポータルサイ
トからも申告できます。

◆申告が必要な人　１月１日時点で市内に住所がある
人。市外に住んでいる人でも１月１日時点で市内に事務所
や事業所、家屋敷を持っていれば申告が必要です。

◆申告の義務がない人　▷税務署に令和７年中の所得
税・復興特別所得税の確定申告をする人▷令和７年中の合
計所得金額が基礎控除額（43 万円）以下の人▷令和７年中
の所得が給与や年金（企業年金などを含む）のみで、その
支払者から市へ令和８（2026）年度の支払報告書が提出さ
れている人（ただし、個人市民税・県民税について医療費
控除や生命保険料控除などを受けようとする場合は、申告
が必要）。

◆必要書類　令和８年度分個人市民税・県民税申告書
と、▷令和７年中の収入や支払金額の分かる書類（源泉徴
収票、社会保険料〈国民健康保険料など〉や生命保険料の
控除証明書、医療費控除の明細書〈領収書不可〉など。い
ずれも写し可）▷マイナンバーカードがない場合は運転免

■問国保年金課☎ 6489ー 6420■FAX 6489 ー 4811、後期高齢者医療制度担当☎︎ 6489ー 6836■FAX 6481 ー 1371

医療・介護の負担を軽減
高額医療・高額介護合算療養費制度

高額医療・高額介護合算療養費制度　
ID（国民健康保険）1002890、（後期高齢者医療制度）
1004183、（介護保険）1004142

医療保険（国民健康保険か後期高齢者医療制度）と介護
保険の両方を利用し、年間の自己負担額の合算額が高額に
なった場合に、自己負担限度額を超えた分を支給します。
■対医療保険と介護保険の両方で自己負担があり、令和６

（2024）年８月～７（2025）年７月の合算額が自己負担限
度額を超えた世帯。自己負担限度額は世帯員の年齢や所得
によって異なります。また、合算できるのは令和７年７月
31 日時点で、同じ医療保険に加入している世帯員です。

対象者には今月以降に各保険者から申請書を送付しま
す。ただし、合算対象期間に住所地や加入する医療保険
を変更した場合は送付できないことがありますので、ご加

入の医療保険者へお問い合わせください。
◆対象者のうち令和７年７月 31 日時点で、本市の国民

健康保険・後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入して
いる人　申請の受付時期や申請方法などは医療保険により
異なるため、ご加入の医療保険者へお問い合わせください。

なお、合算対象期間中に本市の介護保険サービスを利
用し、医療保険者に高額医療・高額介護合算療養費の支
給を申請する場合、介護保険自己負担額証明書が必要で
す。医療保険の資格が確認できるもの（マイナ保険証や資
格確認書、資格情報のお知らせなど）と介護保険被保険者
証、通帳やキャッシュカードなど振込先口座が分かるも
の、印鑑を持参し、市役所北館３階介護保険事業担当で
交付申請をしてください。■問同担当☎︎ 6489 ー 6322■FAX
6489 ー 7505。

　令和６年８月１日〜７年７月 31 日の１年間にかかった
外来診療の自己負担額が個人で 14 万 4000 円を超えた場
合、超えた金額を高額療養費として支給します。■対市内
在住の 70 〜 74 歳で、一定の所得要件を満たす人。

対象者には今月以降に本市から申請書を送付します。た

だし、同期間に住所地や加入する医療保険を変更した場合
は送付できないことがありますので、ご加入の医療保険者
へお問い合わせください。

なお、高額療養費・高額介護合算療養費にも該当する場
合、同合算療養費の申請書も同封して送付します。

ID 1002889　■問国保年金課☎ 6489− 6420■FAX 6489 − 4811

令和６（2024）年８月〜７（2025）年７月分

ID 1002889　■問国保年金課☎ 6489ー 6420■FAX 6489 ー 4811

国民健康保険 高額療養費（外来年間合算）の支給

市政 Information

令和７年分の確定申告の期間は２月 16 日から、所得税・
贈与税は３月 16 日まで、消費税は３月 31 日までです。
e-Tax をご利用ください。また、納税には口座引き落とし
が便利な振替納税をご利用ください。申告所得税、復興特
別所得税の口座振替日は４月 23 日㈭、消費税と地方消費
税（個人事業者）は４月 30 日㈭です。

◆申告書の作成方法　スマートフォンやパソコンから
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利
用すると、画面の案内に従って金額などを入力す
るだけで作成できます。

◆スマートフォンで申告する場合　マイナンバーカード
読み取り対応のスマートフォンとマイナンバーカード、同
カードの２種類のパスワード、マイナポータルアプリのイ
ンストールが必要です。

マイナポータル連携を利用すると、ふるさと納税によ
る寄附金控除の証明書などのデータを取得して申告書に
自動入力・自動計算することができます。

◆郵送による提出先　大阪国税局業務センター阪神分室
（〒661 ー 8522 若王寺３丁目 11 ー 46）。

◆確定申告会場　尼崎リサーチ・インキュベーション
センター（道意町７丁目）に開設します。開設日時は、２
月 16 日〜３月 16 日の平日午前９時〜午後５時（受け付
けは４時まで）です。来場者の状況によって、早めに受け
付けを終了する場合があります。マイナポータルアプリ
をインストールし、スマートフォンとマイナンバーカー
ド、同カードの２種類のパスワードを準備してご来場く
ださい。国税庁 LINE 公式アカウントで予約が可能です。
なお、同期間中、税務署庁舎内での申告相談と申告書作成、
相続税の申告相談はできません。

許証など本人確認できるもの（写しも可）▷本人以外が来
庁する場合は委任状と来庁者の本人確認書類。

◆申告書の記入が困難な人へ　表の通り受付会場を開設
します。いずれも時間は午前９時〜正午・午後１時〜５時

（市役所は午前９時〜午後５時）。必要書類を持って、当日
直接会場へ。所得税などの確定申告書は受け付けませんの
で、ご注意ください。

申告は原則郵送で！
申告会場は

毎年混雑します

申告会場は市役所と
各生涯学習プラザです
税務署ではありません

窓口の待ち時間もなくて
とても便利！

上記会場では、確定申告書は
受け付けませんのでご注意ください

確定申告をお忘れなく
令和７（2025）年分（令和７年１月〜 12 月分）

ID 1035274　■問尼崎税務署☎︎ 6416ー 1381【音声案内ダイヤル】

確定申告はスマホで
ラクラク♪
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市政 Information

あまやさいを食べよう！　 ID 1005746
本市は、市内で生産された新鮮で安全・安心な野菜

を「あまやさい」としてブラン
ド化して市内農業の振興に取
り組み、JA 兵庫六甲各支店の
マルシェなどで販売していま
す。ぜひ食べてみてください。

◆青空マーケット　２月９日㈪・16 日㈪・24 日㈫・
３月２日㈪午前９時 30 分〜 11 時、JA 兵庫六甲園田
支店で。

◆軽トラ市　２月 19 日㈭午前９時 30 分〜 10 時
30 分、農業公園で。

いずれも売り切れ次第終了。■申不要■問尼崎営農支
援センター☎︎ 6433 ー 3441■FAX 6433 ー 3959。
あまやさい地産地消推進店を募集中　 ID 1038685

あまやさいを積極的に活用し、地産地消に取り組む
店舗を募集しています。■対あまやさいを使用した料
理の提供か調理品・加工
品の販売をしている店舗。
ほかにも要件あり■申所定
の用紙などを直接か郵送、
E メールで農政課。同推
進店の詳細はホームペー
ジで紹介しています。

■問農政課〒 660ー 8501【住所不要】☎︎ 6489ー 6542■FAX 6489 ー 6790
市民農園の入園者と各種ボランティアを募集
野菜作りにチャレンジ

市民農園の入園者を募集　 ID1005748
今回新たに募集するのは、３カ所128区画。１区画は約

15㎡（通路部分含む）。１世帯１区画の応募に限ります。
複数の申し込みや他人名義の申し込みは無効。

◆利用期間　４月15日から利用できます。１年ごとに
契約を更新して、最長５年間。
■対４月１日時点で、ほかの市民農園を利用していない市

内在住の成人。▷身体障害者▷療育▷精神障害者保健福祉
──手帳を持つ人を対象に障害者枠を設けています。年齢
を問いません。いずれも車での通園はできません■¥年額 1
万 9740 円（水道料金を含む）■申２月１日〜 10 日（必着）
に往復はがきに住所、氏名（ふりがな）、電話番号、年齢、
希望農園番号（障害者は手帳の種類・番号と17 歳以下の
人は保護者氏名も）を書いて農政課。当選者が利用料を指
定口座に振り込んだ後、契約します。なお、契約時には申
込者の本人確認書類の提示が必要です。

応募多数の場合は、２月 16 日㈪午前９時から、市役所

中館５階同課で抽選します。
【28 番農園の追加募集】　28 番農園（西昆陽３丁目）の

空き区画若干数の入園者を募集します。■申電話で同課。
【募集農園以外について】　今回募集する農園以外につい

ては、電話で尼崎緑化公園協会☎ 6426 ー 8647 へお問
い合わせください。
各種ボランティアを募集　 ID①1005947 ②1005738

①尼
あま

藷
いも

栽培援農ボランティア　４月下旬〜 10月、武庫
地区の畑で、尼藷の栽培を手伝うボランティアを募集しま
す。参加回数に応じて粗品をプレゼントします。

②農業公園管理ボランティア　４月〜来年３月（８月を
除く）毎月第３水曜日午前９時30分〜 11時30分、農業公
園で、花壇などの整備をサポートするボランティアを募集
します。

いずれも■¥保険料500円■申２月１日〜 28日（必着）に電
話かはがき・Eメール（住所、氏名〈ふりがな〉、電話番号〈②
は年齢も〉を書いて）で同課。

各農園の所在地と区画数（かっこ内の数字は障害者枠数）
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44番農園（善法寺町）＝76（４）
45番農園（善法寺町）＝30（２）

28番農園（西昆陽３丁目）
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新鮮なコマツナや完熟イチゴ・トマトなどを使用した料理を食べよう！

市報あまがさき 令和 8（2026）年２月号11

予算の執行状況など
令和７（2025）年度上半期（令和７年４月１日〜９月 30 日）

ID 1035451　■問財政課☎ 6489ー 6157■FAX 6489 ー 6793

令和７年度上半期の予算の執行状況と、市有財産・市債
などの状況をお知らせします。なお、グラフ・表中の金額
は原則として 100 万円未満を四捨五入しています。
会計区分

一般会計は、福祉や教育、道路の整備など、まちの基本
的な事業を行う会計のことで、税金などを財源にしていま
す。特別会計は、特定の収入でその事業の支出を賄います。
本市では、国民健康保険や介護保険、後期高齢者医療など
が特別会計です。

市有財産・市債などの状況
令和７年９月 30 日現在、本市が所有している財産や市

債、一時借入金の状況は表の通り。

（収入率42.2%)

2523億5400万円 収入済額　　1065億9700万円予算額　

収入済額

予算額

支出済額

予算額

民生費

公債費

総務費

教育費

衛生費

土木費

その他

446億 4100万円446億 4100万円

0万円0万円

99億 7800万円99億 7800万円

519億 7800万円519億 7800万円519億 7800万円

81億 9900万円

55億 6900万円

76億 3000万円

51億 9900万円

115億 1400万円

38億 0600万円

489億 2000万円489億 2000万円

　国・県
　支出金
　など

市税

その他

市債

（執行率36.0%)

2523億5400万円 支出済額　　908億3700万円予算額　歳出歳入

債権 39億9200万円
重要物品 106億4400万円
出資金 137億1900万円
有価証券 360万円
土地 384万7673.19㎡
建物 176万0756.71㎡
地上権など 2855.37㎡

歳
入

市民税など 19万円
国・県から交付されるお金 26万円
公共施設建設などのための借金 ３万円
ほかの区分に当てはまらないお金 ７万円

合計 55万円

歳
出

子どもや高齢者福祉など 28万円
市が借りたお金の返済 ５万円
市政全般の事務費など ６万円
学校・幼稚園の運営など ５万円
保健所の運営など ３万円
道路・公園の建設や修繕など ５万円
ほかの区分に当てはまらないお金 ３万円

合計 55万円

一般会計

【参考】予算額を市民１人当たりに換算※２すると

※２予算額と令和７年 10 月１日現在の推計人口
（45万4737人）を基に算出

【参考】※１令和６（2024）年度（令和６年４月１日〜７年３月31日）決算額　歳入：2400億8000万円　歳出：2366億4000万円　　

有料広告欄
※こちらには有料広告を掲載しています

予算額 1034億8800万円

歳入 収入済額 391億2500万円
収入率 37.8％

歳出 支出済額 379億9300万円
執行率 36.7％

特別会計

商標権 ８件
基金 597億6900万円
市債（一般会計）1521億4000万円
市債（特別会計） １億3900万円
一時借入金

（一般会計） なし

一時借入金
（特別会計） なし

※１

※３

※３令和６年度決算額　歳入：1043億 3600万円　歳出：1033億 4900万円


